
1  

  

「山口県立大学 大学案内 2023」作成業務に係る公募型プロポーザル応募要項 

 令和 3年 7月 29日 

山口県立大学 

 

１．目的   

本要項は、山口県立大学 大学案内 2023作成業務について、プロポーザル方式により契約業者を決

定するにあたり、その手続について必要な事項を定める。 

 

２．業務概要   

(1) 業務名  

山口県立大学 大学案内 2023作成業務 

(2) 業務内容  

別紙「山口県立大学 大学案内 2023」業務委託仕様書のとおり 

(3) 業務期間 

契約締結日から 2022（令和 4）年 3月 31日まで  

(4) 予算限度額 

5,962千円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

  

３．企画提案書提出者の参加資格  

この手続に参加できる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 

(1) 公立大学法人山口県立大学契約事務取扱規程（平成１８年規程第 5－11号）第３条第１項に規定す

る者でないこと。 

(2) 公立大学法人山口県立大学契約事務取扱規程第３条第２項各号のいずれかに該当して一般競争入札

又は指名競争入札に参加させないこととされている者及びその者を代理人、支配人その他の使用人

又は入札代理人として使用する者でないこと。 

(3) 山口県が発注する物品等の製造の請負、物品等の買入れ、借入れ及び売払い並びに業務の委託の契

約に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに資格審査申請の時期及び

方法等に関する告示（令和元年山口県告示第 62号）に基づく資格審査において、業務の委託の大

分類が「07 企画・制作」かつ小分類が「07 デザイン企画」に該当し、特Ａ又はＡの等級に格付け

されている者であること。 

(4) この手続きの開始の日から契約締結の日までの日において、山口県の業務委託及び物品調達等に係

る競争入札等参加停止措置要領に基づく参加停止又は山口県立大学の物品調達等に係る競争入札等

参加停止措置要領に基づく参加停止を受けていないこと。 

(5) 会社更生法（平成 14 年法律第 154号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事更生法（平成 11年

法律第 225号）に基づく更生手続開始の申立てがなされてない者であること。 

 

４．参加表明の受付  

この手続きに参加を希望する者は、参加表明書（別紙様式１）を提出すること。 

(1) 提出期限 

2021（令和 3）年 8月 20日（金）午後 5時まで（必着）とする。  

(2) 提出方法 

持参、郵送又は FAXすること。なお、FAXで提出する場合は、発信後、必ず電話で着信の確認をす

ること。 

(3) 提出先 

〒753-8502 山口市桜畠 3丁目 2-1（南キャンパス） 

山口県立大学 法人経営部 事業管理・経営企画部門 

電話 083-928-3417（直通） FAX 083-928-3464 
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５.  質問書の提出期限、提出方法、提出先、提出期限・回答方法 

(1) 提出期限 

2021（令和 3）年 8月 25日（水）午前 10時まで（必着） 

(2) 提出方法 

質問については、質問書（別紙様式２又は別紙様式２と同じ体裁のものを打ち直して使用すること

も可）の提出により行うものとし、質問書は持参又は電子メールで提出すること。電話での質問は

受け付けない。 

(3) 提出先 

〒753-8502 山口市桜畠 3丁目 2-1（南キャンパス） 

山口県立大学 法人経営部 事業管理・経営企画部門【担当：木村】 

Email  ypu-koho2@yamaguchi-pu.ac.jp 

(4) 提出期限・回答方法 

2021（令和 3）年 8月 31日（火）までに、参加表明のあった者全員に対して FAXで回答する。 

 

６．企画提案書の受付  

(1) 作成方法 

企画提案書には、次に示す事項について必ず記載すること。 

区分 内容 

ア 表紙 会社名、担当者名および電話番号等連絡先を明記すること。 

イ 企画提案書 

① 別紙「山口県立大学 大学案内 2023業務委託仕様書」に沿って次に示す 

項目毎に作成すること（ページ数は、表紙、目次を除き、15ページ以内と

する。） 

ア 表紙 

イ 目次 

ウ コンセプト（基本的な観点・考え方） 

エ 構成案（項目立て） 

オ デザイン・紙面構成等（項目の一部） 

カ 業務実施体制・スケジュール 

キ 取材・撮影等の内容、工数、日程等について 

② 過去 3年間に作成した大学案内の業務実績 

ウ 会社概要 パンフレット等 

エ 見積書 

・見積額は予算限度額以内であること。 

・業務に係る一切の所要経費【原稿の企画立案・取材・撮影・構成・編集・

校正】を全て見積もり、明細を明らかにすること（消費税及び地方消費税

を含む）。 

 

(2) 提出期限 

2021（令和 3）年 9月 8日（水）午後 5時まで（必着） 

(3) 提出方法 

持参又は郵送すること 

(4) 提出先 

〒753-8502 山口市桜畠 3-2-1（南キャンパス） 

山口県立大学 法人経営部 事業管理・経営企画部門 

(5) 提出部数 

7部（正本 1部、副本 6部） 

正本、副本に係る電子媒体（PDF形式）1式も併せて提出すること。 

(6) その他 

提案は、1業者につき 1提案とする。 
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７.  審査 

(1) 予備審査 

参加者が多数の場合、予備審査を実施することがある。予備審査を実施した場合は、その結果をす

べての参加者に FAXで通知する。 

(2) 本審査（プレゼンテーション）※日時と場所については別途参加者に通知する。 

1業者につき 30分程度（説明 20分以内、質疑応答 10分程度） 

(注)新型コロナウイルスの感染状況によっては、オンラインで実施する場合がある。 

(3) 企画提案書等の評価項目、評価事項  

提出された企画提案書について、次の項目により採点を行い、総合的に評価を行う。 

評価項目 評価事項 配点 

①企画 

(ｱ) 受験生（高校生等）の知りたい情報がより分かり易く読みやすいレイアウト・

色彩・表現・内容となっているか。 

(ｲ) 高等教育機関としての品位や風格の他、キャンパスライフが具体的にイメージ

できるような、エディトリアルデザイン（読み手の視線、意図を考えて視覚

的に効果的な図や写真等を整理・配列・編集あるいは計画されたデザイン）

となっているか。 

(ｳ) 受験生（高校生等）に対して、在学生や教員の生の声がより届くような工夫が

されているか。 

(ｴ) 独自の工夫やアイデアがあるか。 

(ｵ)本学の使命、教育研究の理念・特色等を理解し、活かせるような提案となって

いるか。 

(ｶ)受験生（高校生等）が学修の全体像が見える形を意識した紙面構成となってい

るか。 

(ｷ)コンセプトは明確で、受験生（高校生等）への訴求力の高いものとなっている

か。 

(ｸ)本学の特色ある教育研究活動をはじめ、その他、学生募集につながる斬新な発

想に基づき、作成されているか。 

(ｹ) 本学の知名度の向上、ブランドイメージの定着、受験生（高校生等）が本学へ

進学してみたいと思うなど、業務目的を達成するような工夫はされている

か。 

70 点 

②業務実

績・技術 

(ｱ) 全体スケジュール及び業務実施体制は、業務に見合った適切なものとなってい

るか。 

(ｲ) 十分な実績があり、質の高い業務の着実な履行が期待できるか。 

20 点 

③価格 業務内容から妥当な価格設定であると判断できるか。 10 点 

合計 100点 
  

(4) 契約予定者の選定方法 

(3)の総合点が最も高い参加者を、当該業務の契約予定者とする。ただし、総合点が最も高い者が

2者以上ある場合は、くじ引きによって選ばれた者を評価の最も高い提案者とする。 

(5) 結果通知 

本審査でプレゼンテーションを行ったすべての者に、後日文書で結果を通知する。 

(6) 契約等  

(4)によって選定された契約予定者と、提出された見積書と同価格の委託見積書の提出をもって契

約締結を行う。作成内容については、別途協議を行い決定する。 
 

 ８．留意事項  

(1) 次の条件のいずれかに該当する場合は、企画提案書を無効とすることがある。  

・当該手続の参加資格を有しないとき 

・企画提案書を期限までに提出しないとき 

・提案の内容が最低限の要求水準を満たしていないとき 

・企画提案書の重要事項が適切に記載されていないとき 

・虚偽記載、その他不正な行為があったと認められるとき 

・前各号に掲げるもののほか、当該手続に関する条件に違反したとき 



4  

  

(2) 企画提案書の作成・提出にかかる費用は、提出者の負担とする。  

(3) 提出された企画提案書は返却しない。なお、企画提案書は、契約予定者の選定以外に提出者に無断

で使用しないものとする。  

(4) 提出された企画提案書の訂正・差替えは認めない。   

 

９．その他 

(1) この手続の開始後に、３（2）に掲げる資格審査の申請をする場合は、令和 3年 8月 6日（金） 

時までに山口県会計管理局会計課に申請書を提出すること。 

(2) 令和 3年 8月 20日（金）以降、契約締結までの間にこの手続に参加した者が山口県の業務委託及

び物品調達等に係る競争入札等参加停止措置要領に基づく参加停止を受けることになった場合は、

審査の対象とせず、契約の締結を行わない。 

【お問い合わせ先】 

公立大学法人山口県立大学 

法人経営部 事業管理・経営企画部門 

担当：木村 

 

〒753-8502 山口市桜畠 3丁目 2－1   

電話：083-928-3417 

FAX：083-928-3464 

Email：ypu-koho2@yamaguchi-pu.ac.jp 


